
Information

　
　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る

中
で
、
収
入
の
減
少
や
食
費
等
に

よ
る
支
出
の
増
加
に
よ
る
影
響
を

受
け
る
子
育
て
世
帯
に
対
す
る
支

援
す
る
た
め
、「
低
所
得
の
子
育
て

世
帯
に
対
す
る
子
育
て
世
帯
生
活

支
援
特
別
給
付
金
（
ひ
と
り
親
世

帯
分
）」を
給
付
し
ま
す
。

■
給
付
金
の
対
象
と
な
る
方

①
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
方
（
全

額
支
給
停
止
の
方
を
除
く
）

②
公
的
年
金
等（
遺
族
年
金
、障
害

年
金
、老
齢
年
金
、労
災
年
金
、遺

族
補
償
）を
受
給
し
て
い
る
こ
と
に

よ
り
、令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い

方
（
児
童
扶
養
手
当
に
係
る
支
給

制
限
限
度
額
を
下
回
る
方
に
限
る
）

③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す

る
な
ど
、
収
入
が
児
童
扶
養
手
当

を
受
給
し
て
い
る
方
と
同
じ
水
準

に
下
が
る
と
思
わ
れ
る
方

※
②
③
に
つ
い
て
は
、児
童
扶
養
手
当
の
受

給
資
格
が
あ
れ
ば
、受
給
し
て
い
な
く
て
も

対
象
に
な
り
ま
す

■
給
付
額　

児
童
１
人
当
た
り
５
万

円
を
１
回
に
限
り
支
給

※
令
和
３
年
３
月
31
日
時
点
で
、
18
歳
未

満
の
児
童（
障
害
児
の
場
合
は
20
歳
未
満
）

が
対
象
で
す

■
申
請
手
続
き

①
申
請
不
要
で
す
。５
月
31
日
に

令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手

当
が
支
給
さ
れ
た
口
座
に
振
り
込

み
済
み
。

②
申
請
が
必
要
で
す
。
公
的
年
金

な
ど
の
受
給
額
を
含
み
、
令
和
元

年
中
の
収
入
が
児
童
扶
養
手
当
の

本
給
付
金
の
収
入
基
準
額
を
下
回

る
場
合
に
支
給
。

③
申
請
が
必
要
で
す
。令
和
２
年
２

月
以
降
の
任
意
の
１
カ
月
分
の
収

入
額
を
12
カ
月
に
換
算
し
た
場

合
、
児
童
扶
養
手
当
の
本
給
付
金

の
収
入
基
準
額
を
下
回
る
場
合
に

支
給
。

※
②
③
に
つ
い
て
は
、昨
年
度
の
令
和
２
年

度
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
の
支

給
を
受
け
た
方
に
は
５
月
に
申
請
書
を
送

付
し
て
い
ま
す
の
で
、申
請
が
お
済
み
で
な

い
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い

■
申
請
期
限

　　

令
和
４
年
２
月
28
日（
月
）

　
　

詳
細
は
香
南
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
市
民
保

険
課
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所

　　

市
民
保
険
課

　
　

事
業
承
継
は
、
後
継
者
の
育
成

も
含
め
る
と
５
年
か
ら
10
年
か
か

る
と
言
わ
れ
て
お
り
、早
期
か
つ
計

画
的
な
取
り
組
み
が
必
要
で
す
。

し
か
し
、
取
り
組
み
を
先
送
り
し

た
た
め
に
後
継
者
が
確
保
で
き

ず
、や
む
な
く
廃
業
と
な
る
ケ
ー
ス

が
多
く
あ
り
ま
す
。

　　

具
体
的
に
事
業
承
継
の
準
備
を

進
め
て
い
く
に
は
、各
分
野
の
専
門

家
に
相
談
し
な
が
ら
、１
つ
１
つ
解

決
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。ま

ず
は
、
最
寄
の
取
引
金
融
機
関
や

地
域
の
商
工
会
、
顧
問
税
理
士
等

に
相
談
い
た
だ
き
、
国
・
県
等
の
補

助
金
を
活
用
し
な
が
ら
徐
々
に
事

業
を
引
き
継
い
で
く
こ
と
を
お
す

す
め
し
ま
す
。

　　

事
業
承
継
に
関
す
る
公
的
な
相

談
窓
口
と
し
て
、
高
知
県
事
業
承

継
・
引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
も
あ
り

ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

■
相
談
窓
口

　　

高
知
県
事
業
承
継
・
引
継
ぎ

　　

支
援
セ
ン
タ
ー

　　

☎
0
8
8
ー
8
0
2
ー
6
0
0
2

■
問
い
合
わ
せ　

高
知
県
商
工
労

働
部
経
営
支
援
課

　　

☎
0
8
8
ー
8
2
3
ー
9
6
9
7

　　

高
知
県
か
ら
飲
食
店
等
に
対
し

て
営
業
時
間
短
縮
要
請
等
が
行
わ

れ
た
こ
と
に
伴
い（
令
和
２
年
12
月

16
日
〜
令
和
３
年
１
月
11
日
）
、事

業
活
動
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た

事
業
者
に
対
し
て
、
市
独
自
の
支

援
金
を
給
付
し
ま
す
。

■
対
象

　
　

市
内
に
事
業
所
等
を
置
く
法

人
、
個
人
事
業
者
等
で
、
高
知
県

の
営
業
時
間
短
縮
要
請
等
の
影
響

を
直
接
・
間
接
的
に
受
け
て
、高
知

県
営
業
時
間
短
縮
要
請
対
応
臨

時
給
付
金
を
受
給
し
て
お
り
、
今

後
も
事
業
を
継
続
す
る
意
思
が
あ

る
方
。

■
給
付
額

　
●　

法
人
…
上
限　
40
万
円

　
●　

個
人
事
業
者
…
上
限　
20
万
円

■
給
付
額
の
計
算
方
法

　
　

給
付
要
件
を
満
た
し
て
い
る
月

で
、
①
②
ど
ち
ら
か
を
任
意
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

①
令
和
元
年
12
月
の
事
業
収
入

（
売
上
）‐令
和
２
年
12
月
の
事
業

収
入（
売
上
）

②
令
和
２
年
１
月
の
事
業
収
入

（
売
上
）‐令
和
３
年
１
月
の
事
業

収
入（
売
上
）

■
必
要
書
類

①
交
付
申
請
書
兼
請
求
書

②
誓
約
書

③
高
知
県
営
業
時
間
短
縮
要
請

対
応
臨
時
給
付
金
給
付
決
定
通

知
書
の
写
し

④
高
知
県
営
業
時
間
短
縮
要
請

に
よ
る
売
上
減
少
等
の
証
明
申
請

書
の
写
し

⑤
通
帳
の
写
し

■
申
請
方
法

　　

申
請
書
を
原
則
郵
送
で
お
送
り

く
だ
さ
い
。申
請
書
等
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い

た
だ
く
か
、本
庁
舎
・
各
支
所
等
で

配
布
し
て
い
ま
す
。

香
南
市
の
広
報
を
読
ん
で
赤
岡
町
の
人
口
の
減
少
と
、
小
学
校
・
中
学
校
の
生
徒
の
少
な
い
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。 

　

↓
（
15
ペ
ー
ジ
へ
）

広

報

へ

の

ご

意

見

■
申
請
期
限　
６
月
30
日（
水
）

　
　

詳
細
は
香
南
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
香
南
市
事
業
継
続

　　

支
援
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　　http
s://w

w
w
.city.ko

chi-ko

　
　

nan.lg
.jp

/life
/d
tl.p

hp
?
hd

n

　
　

K
e
y
=
7
9
1
6

■
問
い
合
わ
せ

　　

商
工
業
者
の
方
は
商
工
観
光
課

へ
、
農
林
水
産
業
者
の
方
は
農
林

水
産
課
へ

O
その他その他

other s

　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

　

給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
分
）

　
香
南
市
事
業
継
続
支
援
金
の

　
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

経
営
者
の
皆
さ
ん
、
事
業
承
継

　
の
準
備
は
進
ん
で
い
ま
す
か
？

　　新型コロナウイルスワクチン集団接種会場に

行くために、介護タクシーを利用した場合の料金

を香南市が支払います。家族等による送迎がで

きない方で、下記に該当する方が対象です。

▼対象／
● 介護保険制度の要介護度の認定が３以上の方

● 身体障害者手帳をお持ちの方で、下肢機能障

害または体幹機能障害が３級以上の方

● 身体障害者手帳をお持ちの方で、視覚障害が

２級以上の方

● 療育手帳がＡ１・Ａ２の方

● 精神保健福祉手帳が１級の方

※上記に該当する方で、すでに介護タクシーを使用した

方には払い戻しをします。手続きについては広報でお知

らせしますので領収書を保管しておいてください

▼利用方法／
❶香南市役所健康対策課に申請書を提出する

❷介護タクシー利用決定通知書とタクシー券（２回分）が届く

❸介護タクシーを予約する

❹接種当日タクシー券を介護タクシーの運転手に渡す

❺タクシー料金は健康対策課に請求されるので、お支払い不要

▼介護タクシー事業所一覧／介護移送サービスパール（☎０９０
-６２８０-１４６６）、介護タクシーひろ（☎０９０-３１８２-６４８９）、介護タク

シーかご屋（☎０９０-８２８５-３０１３）、介護タクシーごきげんさん（☎０９

０-６２８９-６２０４）、福祉タクシー介護移送サービス愛（☎０１２０-７３６-９

８９・０８８-８６３-６９８９）、いちご介護タクシー（☎０８８-８５６-６６１５）、介護

タクシーくじら（☎０８８-８８０-６１８８・０８０-５６６３-１１５０）、高知観光介

護タクシー（☎０８８-８５４-８３３１・０８０-３９２０-１３２７）、オーケー介護タ

クシー（☎０８８７-５２-５３６１）、介護タクシーポテト（☎０８８７-５２-５５８３）

▼問い合わせ／市役所健康対策課　☎５０-３０１１

　児童手当を受給している

方は、毎年６月に「現況届」を提出しなければなり

ません。この届けは、毎年６月１日における子どもの

養育状況等を記載し、児童手当を引き続き受ける要

件があるかどうかを確認するためのものです。

　　現況届の用紙は６月初旬に提出の必要がある方全員に郵送します

ので、６月末までに市民保険課または各支所へ提出してください。

　　また、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」の機能の

一つである「ぴったりサービス」で、現況届を申請することができますの

でご利用ください（ご利用には、事前にマイナンバーカード等の準備が必要です）。

※現況届が未提出の場合は６月分以降の手当を支給できませんのでご注意ください

■支給対象／０歳～中学生までのお子さん

　　　　　　を養育している方

■申請に必要なもの／　● 印鑑
● 申請者名義の金融機関・口座番号

● 申請者の健康保険証

　（香南市国保の方は不要）

● 申請者および配偶者の個人番号が分

かるもの（マイナンバーカード、マイ

ナンバー通知カードなど）

● 申請者の本人確認書類（運転免許証、

パスポート、マイナンバーカードなど）

※申請者…家計の主となっている保護者

児童手児童手当についついて

所得制限（※）以上の方の子ども

０～３歳未満 １５,０００円／月

３歳～小学生（第１,２子）

３歳～小学生（第３子以降）

１０,０００円／月

１５,０００円／月

中学生 １０,０００円／月

５,０００円／月

所得制限
限度額

６２２

６６０

６９８

７３６

万円

万円

万円

万円

扶養親族
の数

０人

１人

２人

７７４

８１２

万円

万円

４人

５人

３人

※所得制限

■支給時期／原則として毎年２月、６月、１０月にそれぞれの前月分ま

　で（４カ月分）が支給されます。支給日は各月の１０日です。

※ただし、１０日が金融機関の休日にあたる

　　場合は、その直前の平日に支給します

　児童手当は、家庭生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健

やかな成長のために、お子さんを養育している方に支給するものです。

◆　問い合わせ　◆　市役所市民保険課　　児童手当係　☎５７-８５０６

■支給額

▼２～５月分の児童手当は

　６／１０（木）が
　　　定期支給日です。

※個別に支払通知はしませ
んので、通帳で入金を確
認してください

● 印鑑　● 受給者（家計の主となって

いる保護者）の健康保険証の写し

※香南市国保の方は不要。そのほか、

生活状況等により必要な書類があ

りますのでお問い合わせください

●注意：児童手当は、認定請求等をした日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生・転入等で請求手続きが翌月になる場合は、出生・転入等の翌日から15日以内に認定請求等を行うと、出生・転入等の事由が属する月の翌月分から支給されます（家計の主となっている保護者が公務員の場合は、勤務先で児童手当の手続きを行ってください）。

！

児

ま

養

件があるかどうかを

現況
届

の提出
に

ついて

●届出に必要な
もの●

新型コロナワクチン集団接種の介護タクシー利用について

↓　

未
婚
の
男
女
が
多
い
こ
と
が
原
因
と
思
い
ま
す
。
香
南
市
は
婚
活
に
力
を
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
ら
、
子
ど
も
も
増
え
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見
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